
雇用管理指導業務の改革案について
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相談員の見直し（業務の集約化・効率化）

改革効果

－

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（財政支出の削減）

高年齢者雇用基盤確保専門員

なし

今後、雇用失業情勢を踏まえ、
更なる相談員数の削減を検討

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度>

非常勤職員経費

関連委託事業
経費

雇用状況報告等
経費

＜平成22年度＞

９．８億円

３．２億円

１．４億円

＜平成23年度＞

高年齢者雇用基盤確保専門員の削減による１．７億円
削減

「70歳まで働ける企業」創出事業における事業実施方法
の見直し等による１．４億円 （ ０．５億円

）削減

高年齢者雇用状況報告における集計方法の見直し等
による経費削減により０．２億円削減

仕分け後 仕分け前

仕分け前

仕分け後



① 継続雇用基準非該当者が多い企業等に対する指導の徹底

○本年度より、高年齢者雇用状況報告を改定し、継続雇用基準の非該当者が多い企業を把握し、基準の内容や運用に問題が
ないか確認の上、必要であれば指導を行う。

（指導を行う基準の例：「会社が必要と認めた者」「上司の推薦がある者に限る」など、基準がないに等しい場合）

② 高年齢者雇用基盤確保専門員の削減 削減人数 ８９人、削減額 １７４百万円

③ 事業の廃止等各種経費の削減の実施 削減額 １５４百万円 削減額 ６５百万円

○「70歳まで働ける企業」創出事業について労働局が直接実施する施策との連携を緊密化すること等による効率的・効果的

実施、高年齢者雇用状況報告の集計方法の見直し等による事業の効率化を実施

④今後の高齢者雇用施策の在り方に関する検討の開始
○公的年金支給開始年齢（報酬比例部分）の６５歳への引上げが開始される平成２５年度に向けて、６５歳まで希望者全員の雇

用が確保されるよう、施策の在り方について検討を行う。

高年齢者雇用確保措置導入指導

４．事務・事業の改革

障害者雇用率達成指導

① 指導対象基準の見直しによる不足数が多い企業への対応強化
○雇入れ計画作成命令基準（※）を見直し、全国平均実雇用率が上昇するに伴い、対象企業数が拡大する
仕組みを導入 (※基準の一部 ： 実雇用率1.2％未満 → 全国平均(H21 1.63％）未満) 【平成19年の雇入れ計画～】

② 改正法施行による雇用率達成指導の対象の拡大
○改正障害者雇用促進法の施行(平成22年7月)により、障害者雇用率の算定基礎に、短時間労働者も算入する
ことになり、雇用すべき障害者数が増加すると見込まれる企業等に対して、重点的に雇用率達成を指導

③障害者雇用率達成指導の強化に向けた検討
○雇入れ計画作成命令から企業名の公表に至るまでの基準等について、障害者雇用率達成指導の実効性が向上するよう、
平成２２年６月１日現在の障害者雇用状況報告の結果を踏まえ検討を行い、２２年１２月中に結論を得る（注：平成２２年７月
から改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用率の算定基礎に、短時間労働者が算入されたことによる影響を勘案
することが必要） 。

④ 従業員数５５人以下企業への普及・啓発の強化

○中小企業を対象としたセミナーの開催（各労働局２回以上）等により、平成22年度の従業員数55人以下企業の就職件数が
昨年度を上回ることを目標とする。

○ 指導履歴記録のシステム化 指導履歴記録をシステム化することにより（平成23年1月～）指導を効率的に実施共通
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【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について(雇用管理指導業務：障害者雇用率達成指導)

主な指摘事項 改革案の内容

３．障害者雇用について、より強く企業の社会的
責任を求める必要がある（企業名公表を含め
て）。

１．障害者雇用の施策の効果を上げるための具
体策を強化すべき

２．事業主の責務として障害者の雇用を実施する
仕組みとすべき。そのためにはインセンティブと
ペナルティーを明確にすべき

○雇入れ計画作成命令から企業名の公表に至るまでの基
準等について、障害者雇用率達成指導の実効性が向上す
るよう、平成２２年６月１日現在の障害者雇用状況報告の
結果を踏まえ検討を行い、２２年１２月中に結論を得る（注：
平成２２年７月から改正障害者雇用促進法が施行され、障
害者雇用率の算定基礎に、短時間労働者が算入されたこ
とによる影響を勘案することが必要）。

４．５５人以下の企業への障害者雇用を進める施
策も強化していただきたい。

○現在、障害者雇用率対象企業に対する指導だけでなく、従

業員数55人以下企業に対し雇入れや定着促進等に関する
支援・指導も実施し、ハローワークの職業紹介による障害者
の就職件数のうち従業員数５５人以下企業は４割を占めて
おり、就職件数は年々増加している。（平成16年度：15,634件→平
成21年度：18,140件（16%増））

１．障害者雇用率達成指導の強化に向けた検討

２．従業員数５５人以下企業への普及・啓発の強化

※ 現行法上、雇用率を達成せず、雇用する障害者数が不
足している企業には納付金の納付を義務づけ、超過してい
る企業には調整金を支給し、インセンティブとディスインセ
ンティブを明確にしている。

○中小企業を対象としたセミナーの開催（各労働局２回以上）
等により、平成22年度の従業員数55人以下企業の就職
件数が昨年度を上回ることを目標とする。



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について
（雇用管理指導業務：高年齢者雇用確保措置導入指導）

主な指摘事項 改革案の内容

１．高齢者雇用に関して、60～65歳の働く

意欲のある人が、ニーズに応じて仕事に
つけるようにもっと効果的な取組をすべき
希望者全員の雇用を早期に目指すべき
２．高齢者雇用の施策の効果を上げるため
の具体策を強化すべき
３．事業主の責務として高齢者の雇用を
実施する仕組とすべき。そのためにはインセ
ンティブとペナルティーを明確にすべき

○公的年金支給開始年齢（報酬比例部分）の６５歳への引上げが開始され
る平成２５年度に向けて、６５歳まで希望者全員の雇用が確保されるよう、
高年齢者雇用安定法の改正について検討を行う。

４．雇用状況報告経費はシステムの
見直し（データベース構築）でもっと削
減できる。

○雇用状況報告等経費1.4億円を1.2億円に削減した内訳については、以下の通り
①雇用状況報告経費43百万円については、システムの見直しにより、外部委託入力を
ハローワーク等での直接入力に改善することで10百万円の削減を行い、その他報
告様式等の印刷経費、企業への発送経費（33百万円）を計上

②他の経費92百万円については、集団指導における外部講師活用の中止などにより
６百万円の削減を行い、事業所訪問や集団指導等による事業主指導関係経費（64
百万円）及び高年齢者雇用促進に関する労使団体及び行政機関による会議経費
（22百万円）を計上

これ以上の削減は、雇用状況報告の回収や事業所指導を適切に実施する上で困難である。

○なお、事業所指導記録の整理等については、システムの見直しによる効率化を図り、
高年齢者雇用基盤確保専門員の89人、174百万円の削減を行う。

５．「70歳まで働ける企業」創出事業は不

要である。（そもそも国が普及する必要はな
いという認識）
６．「70歳まで働ける企業」創出事業は更
に大幅に削減してもより効果を上げる方
法がある。

２．「７０歳まで働ける企業」創出事業の見直し

１．今後の高齢者雇用施策の在り方に関する検討の開始

＜仕分け前＞＜仕分け後の改革案＞

広報・啓発事業の見直し等による０．５億
円削減（対Ｈ22年度予算15.3％減）

会議開催回数及び人件費の縮減等による
１．４億円削減（対Ｈ22年度予算43.１％減）

○労働局が直接実施する施策との連携を緊密化すること等により、より効率的・
効果的に事業を実施する。



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（雇用管理指導業務：共通）

主な指摘事項 改革案の内容

１．高齢・障害者雇用支援機構の「相談・援
助等」業務との関係が不明確なので整理
すべき

○国は、法律の規定に基づく義務の履行を確保するための指導を行
い、(独）高齢・障害者雇用支援機構は、個別企業における賃金・
退職金、労働時間等に係る具体的な相談援助を行うことで整理を
している。

○企業が障害者雇用率を達成するためには障害者を雇い入れること
が必要であることから、国は障害者雇用率達成指導の際、併せて
障害者の募集・選考・受入体制・採用に関する相談援助業務を実
施しているが、機構の障害者雇用アドバイザーの相談援助業務は
国が行う相談援助業務と重複する内容を有することから、障害者
雇用アドバイザーを廃止し、関係を整理し、効率化を図る。

○なお、機構の高年齢者雇用アドバイザーが企業に対して行う高年
齢者雇用確保措置導入のための相談援助業務は、個別企業におけ
る賃金・退職金や労働時間等の労働条件の見直し等に関する具体
的な助言・提言であり、義務の履行を求める国の行政機関とは一
定の距離を置く機関が行うことが適当である。

２．「労働局」と「安定所」の仕事の区分が不
明確なので整理すべき

○労働局とハローワークの仕事の区分は以下の通り
・「労働局」：ハローワークに対する指揮監督（指導方針の指導、企業
指導の進捗状況の管理、問題企業への直接指導等）、本省との連
絡調整を行うほか、公的機関への指導を実施
・「ハローワーク」：企業に対する指導を実施



雇用管理指導業務概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織図≫

都道府県
労働局

（職業対策課）

本省
（高齢者雇
用対策課）
（障害者雇
用対策課）

等

安定所
（事業所部門）

常勤職員（非常勤職員） 予算額（うち人件費）
※人件費には、職員及び非常勤を含む。

２２年度 ２１年度 ２２年度 ２１年度

本省
８人
（０人）

８人
（０人）

３．４億円
（０．９億円）

３．６億円
（０．９億円）

労働局
１４６人
（９４人）

１４６人
（９４人）

１９．１億円
（１４．７億円）

２１．２億円
（１４．４億円）

安定所
１，６１６人
（３５２人）

１，４９９人
（３５２人）

１４７．０億円
（１４３．３億円）

１３８．８億円
（１３５．７億円）

8人 47局 146人
（94人）

545所 1,616人
（352人）

事務・事業 人員 予算額（うち人件費）

雇用管理指導業務
１，７７０人

（非常勤４４６人）
１６６．２億円
（１５８．９億円）

関連委託事業 － ３．２億円

システム関連 － ２６．４億円

※上記予算額には、雇用管理指導業務に係る常勤職員・非常勤職員の人件費及び事業
費を計上しており、庁舎の借料や光熱水料等の経費は計上していない。

※システムについては、他の事業と共用であり、また、別途事務事業の仕分けを実施済

委 託

○「７０歳まで働ける企業」創出事業（3.2億円）
※希望者全員が65歳まで働ける企業及び70歳まで働ける企業
の導入を促進するため、制度導入に向けたモデルケースを策定
し、傘下企業に情報提供する等により、制度の導入に関する地域
の機運の醸成と取組の促進を図る。
委託先：事業主団体

≪主な事務・事業≫

※ （ ）内は非常勤職員数


